
     

    

 

 

 

 

 

 

 

郡山市消防団片平地区隊において、団員が火災等に出動した際に支払いしている、出動報酬

に関して４件の支出誤りがありました。 

 

１ 誤り内容 

令和５年４月に発生した火災に対する団員への出動報酬を、５月 31 日に団員の登録口座に振 

込みましたが、出動実績のある団員２名について、受け取るべき報酬の一部を誤って出動実績 

のない団員２名に支払ってしまった。 

     【正】              【誤】 

（１） Ａ氏 12,000 円（２回出動） → Ａ氏 4,000 円（１回目） 

                   → Ｂ氏(出動実績なし) 8,000 円（Ａ氏の２回目） 

     【正】              【誤】 

（２）Ｃ氏 13,000 円（３回出動） → Ｃ氏 4,000 円（１回目）・2,000 円（２回目） 

       → Ｄ氏(出動実績なし) 7,000 円（Ｃ氏の３回目） 

 

２ 判明の経緯 

 令和５年６月 23 日に、Ｃ氏から入金された出動報酬の額が少ないとの電話連絡があり、事実

関係を確認したところ４件の支出誤りが判明。なお、他の地区隊でも出動報酬の支払いはあり

ましたが、支出誤りはなかったことを確認済み。 

 

３ 原因 

 消防団員の出動報酬は、団員から届出のあった個人の口座（団員番号と連動）に振込むこと 

としている。 

片平地区隊の出動実績に伴う報酬支払いデータの作成は片平行政センターが行い、データ作

成時にＡ氏の２回目とＣ氏の３回目の出動実績を誤ってＢ氏及びＤ氏の団員番号を入力し、支

払い事務処理をする防災危機管理課に提出した。 

また、防災危機管理課においては、出動実績と出動回数を確認しないまま支払ってしまった。 

 

４ 対応 

 ６月 26 日に対象となる団員４名へ連絡し、事情を説明し謝罪したところであり、速やかにＢ

氏、Ｄ氏から返金いただき、Ａ氏、Ｃ氏に追給します。 

 

５ 再発防止               

 現在の出動報酬支払のデータ作成方法を、団員番号と氏名をひと目で確認できる方法に一部 

修正し、担当職員に対して操作マニュアルを作成し周知徹底するとともに、防災危機管理課内 

でもダブルチェックを徹底し、今後は新たなシステム導入についても検討してまいります。 
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